
 

函館市プレミアム付商品券取扱事業所募集要領  

（令和８年５月発行分）  

 

 

 本募集要領は，「函館市プレミアム付商品券発行事業実施要領」（以下「実施要領」 

という。）に基づき，函館市プレミアム付商品券（以下「商品券」という。）を取扱う 

ことができる事業所（以下「取扱事業所」という。）の募集を実施するものであり， 

募集要領に定めのない事項については，実施要領を準用します。（商品券の発行概要 

は，別紙参照）  

 

１ 募集対象者（取扱事業所の資格） 

●  募集対象者は，函館市内にある小売業，飲食業，各種サービス業等の店舗とし

ます。ただし，風俗営業等，公序良俗に反する場合，函館市暴力団等排除措置要

綱第２条第３号から第６号に規定する暴力団等と密接な関係を有すると認められ

る者が関与する場合を除きます。 

 

２ 申請方法 

●  函館市プレミアム付商品券発行事業実行委員会（以下「実行委員会」とい

う。） が指定する提出先に，別に定める取扱事業所登録申請書および誓約書を

提出し，取扱事業所としての指定を受けていただきます。 

ただし，令和７年８月発行の商品券において取扱事業所登録された事業者で， 

令和８年５月発行の商品券を継続して取扱いされる場合は，再度申請の必要はあ

りません。 

●  商店街団体や事業協同組合等が，募集対象者となる組合員・会員店舗を代表し

て申請することもできます。この場合，ステッカー，ポスター等の各店舗への送

付および換金等の手続きに関しても申請者（代表者）が行うこととなりますの

で，ご留意ください。 

●  申請者等に対し，実行委員会から確認の連絡をすることがあります。 

●  商品券の取扱いは，「紙商品券および電子商品券」または「紙商品券のみ」の

いずれかを申請時にご選択いただきます。 

●  指定された取扱事業所は，商品券を販売する際，購入者に配付するチラシ等に

掲載させていただきます。  

●  指定された取扱事業所等には，順次，指定通知書のほか，商品券の取扱いに関

するマニュアルやステッカー，ポスター等を送付します。 

 

３ 申請書提出先 

 （１）下記の URL にアクセスし，専用フォームより申請してください。 

     https://hakodate-premium.com 

（２）下記の提出先に郵送または持参してください。 

〒０４０－００１１ 

函館市本町６番１２号ブリック函館３Ｆ 

https://hakodate-premium.com/


株式会社ニッセンレンエスコート函館支店内 

「函館市プレミアム付商品券発行事業事務処理センター」 

受付時間 ９：００～１７：００（土・日・祝日を除く） 

 

４ 申請書提出期限 

  令和８年３月２日（月）から随時受付を行います。 

  ただし，商品券を販売する際，購入者に配付するチラシ等への掲載を希望する場合 

 は，令和８年３月３１日（火）締切とします。  

 

５ 取扱事業所の負担 

  登録に要する費用，使用済み商品券の換金に要する手数料は無料です。 

 

６ 取引の対象 

   取扱事業所は，紙商品券を持参または電子商品券での支払いを指定した消費者に対 

し，商品券の使用期間である令和８年５月１５日（金）から令和８年１１月１４日

（土）までの期間に限り，取扱事業所が扱う物品の販売や，サービス等の提供をしな

ければなりません。 

  また，以下に示すものについては，取引の対象外とします。  

（１）宅配業者による代金引換，コンビニエンスストアでの収納代行，取扱事業所以外 

  の事業所への支払いが実質的に可能となるものへの支払い  

（２）たばこ事業法（昭和５９年８月１０日法律第６８号）第２条第３号に規定する製 

造たばこの購入  

（３）商品券を現金化することおよびこれに類する行為（両替等） 

（４）換金性の高い金券等（各種有価証券，商品券，ビール券，図書カード，プリペイ 

  ドカード，切手，印紙など）の購入 

（５）国および地方公共団体への支払い（税，保険料，指定ごみ袋等）  

（６）出資や債務，公共料金，不動産賃料，商品仕入れ等の支払い  

（７）その他実行委員会が相応しくないと認めるものの支払い  

 

７ 商品券の換金 

●  紙商品券の換金方法はオンライン回収方式および実券回収方式とし，オンライ

ン回収方式については月６回，実券回収方式については月２回の締日を設け，取

扱事業所毎の指定口座に入金します。（具体的な換金サイクル，最終の締日（換

金期限）については，後日送付の取扱マニュアルに掲載します。） 

●  電子商品券の換金は月に６回の締日を設け，締日より３営業日後に取扱事業所

毎の指定口座に自動で入金します。 

 

８ 取扱事業所の遵守事項および責務 

  取扱事業所は以下のことを守ってください。  

（１）実行委員会が送付するステッカー，ポスター等を利用者に分かりやすく，見やす 

  い場所に掲示すること。 



（２）通常の注意をもってすれば偽造されたものと判別できるなど，不正使用が明らか 

  な場合は，紙商品券の受取りあるいは消費者による電子商品券による支払いを拒否 

  するとともに，その事実を実行委員会に報告すること。 

また，有効期間が過ぎた紙商品券や破損・汚損が著しい紙商品券（裏面に記載のあ 

る 13 桁の商品券番号や QR コードが確認できない状態等）の受取りを拒否するこ

と。 

（３）取引によって紙商品券を受け取った場合は，再流通（２次使用）を防止するた

め，紙商品券の裏面の所定の欄に，自店印を押印するか署名をすること。 

  取扱事業者の責に起因して再流通（２次使用）が発生した場合は，換金後であって

も返金の求めに応じること。 

（４）取引によって取得した紙商品券を再利用してはならない。  

（５）取扱事業所の自店換金を目的とした商品券の購入・取得をしてはならない。  

（６）取引によって取得した紙商品券の盗難・紛失・換金期限切れ等による損失につい 

ては，取扱事業所の責任・負担とする。 

（７）紙商品券の使用に対し，釣り銭を出してはならない。 

（８）取扱事業所の登録事項に変更があった場合には，速やかにその旨を実行委員会に 

  届け出なければならない。  

（９）その他本事業の目的に反することをしてはならない。 

 

９ 取扱事業所の指定取消し 

  取扱事業所が以下のいずれかに該当する場合には，取扱事業所の指定を直ちに取消 

 すとともに，実行委員会に損害を与えた場合には，その損害を実行委員会に対して弁 

 償するものとします。 

（１）虚偽その他の不正な手段で取扱事業所登録申請があった場合  

（２）募集要領の遵守事項および責務に反する行為があった場合  

（３）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２ 

  条第６号に規定する暴力団員および函館市暴力団等排除措置要綱第２条第３号から 

  第６号に規定する暴力団等であることが判明した場合  

 

10 辞退 

  商品券の取扱いを辞退しようとする取扱事業所は，実行委員会に対して速やかに連 

 絡のうえ，辞退届を提出してください。  

 

11 お問合せ 

  函館市プレミアム付商品券発行事業事務処理センター 

  電話番号 ０１２０－５２５－０９０ 

  受付時間 ９：００～１７：００（土・日・祝日を除く） 

 

 



 

別紙 

 

「函館市プレミアム付商品券（令和８年５月発行分）」発行概要 

 

１ 発行者 函館市プレミアム付商品券発行事業実行委員会 

２ 購入対象者 平成２０（２００８）年４月１日以前に生まれた函館市民 

３ 発行総額 

３５億円（５０万セット（口），プレミアム率４０％含む） 

 うち 紙商品券  ２８億円（４０万セット） 

 うち 電子商品券  ７億円（１０万口） 

４ 販売価格 
紙商品券  １セット ５，０００円 

電子商品券 １口   ５，０００円 

５ 額面 
紙商品券  １セット ７，０００円（１，０００円×７枚） 

電子商品券 １口   ７，０００円 

６ 事前申込み 令和８年４月１日（水）〜令和８年４月１４日（火） 

７ 販売期間 令和８年５月１５日（金）〜令和８年５月２１日（木） 

８ 使用期間 令和８年５月１５日（金）〜令和８年１１月１４日（土） 
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